
 

 

 

 

令和２年度 学校問題解決サポートセンター講演会 実施報告 
（全体テーマ）保護者対応の困難さにどのように向き合うか？ 

令和２年８月 

東京都教育相談センター 

第１部：基調講演「法的根拠を踏まえた学校問題への対応」 

第２部：パネルディスカッション「保護者対応の限界設定を考える」 

教育相談に携わる弁護士として、多くの学校を巡

るトラブルに取り組む。平成１２年４月から、東京弁護

士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会「子

どもの人権救済センター」運営部会長。東京都教育

委員会や文部科学省における委員を歴任。学校法

律相談、子供の人権、いじめに関する著書や講演な

ど多数。 

 

 

 コーディネーター 弁護士 佐藤 香代 氏  

 パネリスト 弁護士 山下 敏雅 氏  

     精神科医 佐藤 克彦 氏  

     臨床心理士 三浦 美智子 氏  

     行政書士 光永 謙太郎 氏  

     保護者代表 新谷 珠恵 氏  

 講師 弁護士 三坂 彰彦 氏  小学校の事例に基づいて、繰り返される保護者から

の要求にどのように対応すべきか、様々な分野の専門

家の視点から、学校の対応を協議しました。 

 

今年度の講演会は、「コロナ禍」の中で万全の感染予防対策を取って開催しました。参加者
からは「限界設定の考え方を、学校現場に浸透させたい。」「講演会には毎年参加している。
繰り返し参加することでスキルアップを感じている。」等の多くの好評をいただきました。 
今後も、学校問題解決サポートセンター講演会に、御期待ください。 


